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◎群馬県告示第３６号    

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。      

令和６年２月１３日 

                                                                    群馬県知事  山  本  一  太    

１  解除予定保安林の所在場所  利根郡片品村大字戸倉字金井沢８９１の４１、８９１の４８、８９１の４９  

２  保安林として指定された目的  水源の涵
かん

養 

３  解除の理由  指定理由の消滅 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年２月１３日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

大間々用水 理 事 再 任 荒木恵司 桐生市宮前町二丁目４番地１１ 

 同   同  竹内定雄  同 新里町新川２１４７番地 

 同   同  臂泰雄 伊勢崎市豊城町２１５０番地２ 

 同   同  武井久 みどり市笠懸町阿左美８１５番地１ 

 同   同  須藤昭男   同     同   ３２２４番地 

 同   同  竹村正雄   同  笠懸町鹿４８１７番地 

 同   同  松島清   同  大間々町桐原６７番地８ 

 同  新 任 當山悦子 桐生市川内町五丁目３３３番地６ 

 同   同  筑井悦夫 伊勢崎市間野谷町５９０番地１ 

 同   同  高野光和 みどり市笠懸町阿左美２２１７番地 

 同   同  家住実範   同  笠懸町久宮４００番地１０ 

 同   同  石原郷士   同  笠懸町鹿２１８７番地 

 同   同  鈴木昭彦   同    同  ３９４１番地 

 同   同  田中由郎   同  笠懸町西鹿田１０２４番地 

 同  退 任 小林邦夫 伊勢崎市間野谷町３６８番地 

 同   同  新井好夫 みどり市笠懸町阿左美２３２２番地 

    

■ 公  告 

■ 告  示 
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 同   同  新井巖雄   同  笠懸町久宮２０１番地１１８ 

 同   同  田村芳美   同  笠懸町鹿１８０８番地１ 

 同   同  関口幹夫   同    同  ３８９５番地 

 同   同  田中栄   同  笠懸町西鹿田１０１８番地 

監 事 再 任 岩﨑吉男   同  笠懸町鹿３４６４番地 

 同   同  松島隆   同  大間々町桐原２８３番地 

 

 

 

 司法警察員の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年２月１３日 

群馬県公安委員会委員長 五十嵐 清 隆   

群馬県公安委員会規則第１号 

   司法警察員の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 司法警察員の指定等に関する規則（昭和３５年群馬県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「逮捕状」の次に「及び逮捕状に代わるものの交付」を加え、同条中「第１９９条第２項の

群馬県公安委員会が指定する警部以上の者」を「第１９９条第１項に規定する逮捕状を請求することができ

る司法警察員及び同法第２０１条の２第１項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる

司法警察員」に改める。 

別記様式中「第１９９条第２項の規定により、逮捕状」を「第１９９条第１項に規定する逮捕状を請求すること

ができる司法警察員及び同法第２０１条の２第１項に規定する逮捕状に代わるものの交付」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年２月１５日から施行する。 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

  令和６年２月１３日 

群馬県教育委員会教育長 平 田 郁 美   

１ 落札に係る購入等件名及び数量 群馬県立前橋高等学校ほか８７施設で使用する電気 年間予定使用電力量 

 ２０，１６４，２９２ｋＷｈ 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一 

丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和６年１月２６日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ 東京都港区港南二丁目１０番９号 

５ 落札金額 ５２１，９０６，５３２円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和５年１２月１５日 

■ 公安委員会規則 

■ 落  札 
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